
 

尼崎市老人福祉法に基づく養護老人ホーム及び特別養護  

老人ホームの設備及び運営の基準を定める条例  

平成２４年１２月２１日  

条例第５１号  

（この条例の趣旨）  

第１条 この条例は、老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号。以下

「法」という。）第１７条第１項の規定に基づき、養護老人ホーム

（法第２０条の４に規定する養護老人ホームをいう。以下同じ。）及

び特別養護老人ホーム（法第２０条の５に規定する特別養護老人ホー

ムをいう。以下同じ。）の設備及び運営の基準を定めるものとする。  

（養護老人ホームの設備及び運営の基準）  

第２条 法第１７条第１項の条例で定める養護老人ホームの設備及び運

営の基準は、次項から第８項までに規定するもののほか、養護老人ホ

ームの設備及び運営に関する基準（昭和４１年厚生省令第１９号。以

下この条において「省令」という。）に定める基準（省令第２条第２

項に規定する基準を除く。以下この条において「設備運営基準」とい

う。）（設備運営基準の特例として定められている基準がある場合に

は、その基準を含む。）のとおりとする。この場合において、省令第

９条第２項中「２年間」とあるのは、「５年間」とする。  

２ 養護老人ホームの設置者は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に

入所者の立場に立って処遇を行わなければならない。  

３ 養護老人ホームの設置者及びその長は、暴力団員による不当な行為

の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴力団対策

法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員及び尼崎市暴力団排

除条例（平成２５年尼崎市条例第１３号）第２条第４号に規定する暴

力団密接関係者（以下「暴力団員等」という。）であってはならない。  

４ 養護老人ホームは、その運営について、暴力団対策法第２条第２号

に規定する暴力団及び暴力団員等の支配を受けてはならない。  

５ 養護老人ホームの設置者は、その運営の内容について、自ら評価を

行い、常に改善を図らなければならない。  



 

 

６ 養護老人ホームの設置者は、前項の規定による評価の結果を公表す

るよう努めなければならない。  

７ 養護老人ホームの設置者は、省令第２３条第３項に規定する研修

（以下「研修」という。）の実施計画を当該養護老人ホームの職員の

職務内容、経験等に応じて策定し、実施した研修の記録を保管すると

ともに、必要に応じて研修の内容の見直しを行うことにより、当該職

員の計画的な育成に努めるものとする。  

８ 養護老人ホームの職員は、入所者に対し、高齢者虐待の防止、高齢

者の養護者に対する支援等に関する法律（平成１７年法律第１２４

号）第２条第５項第１号イからホまでに掲げる行為をしてはならない。  

（特別養護老人ホームの設備及び運営の基準）  

第３条 法第１７条第１項の条例で定める特別養護老人ホームの設備及

び運営の基準は、次項に規定するもののほか、特別養護老人ホームの

設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第４６号。以下「省

令」という。）に定める基準（省令第２条第３項（省令第５９条にお

いて準用する場合を含む。）及び第１１条第４項第１号イただし書に

規定する基準を除く。以下「設備運営基準」という。）（設備運営基

準の特例として定められている基準がある場合には、その基準を含

む。）のとおりとする。この場合において、省令第９条第２項（省令

第４２条、第５９条及び第６３条において準用する場合を含む。）中

「２年間」とあるのは「５年間」と、省令第１１条第４項第１号イ中

「１人」とあるのは「１人（市長がやむを得ない事情があると認める

場合は、４人以下）」とする。  

２ 前条第２項から第４項まで及び第６項から第８項までの規定は、特

別養護老人ホームについて準用する。この場合において、必要な技術

的読替えは、規則で定める。  

付 則  

この条例は、平成２５年４月１日から施行する。  

付 則（平成２５年３月７日条例第１４号）  

この条例は、平成２５年７月１日から施行する。  


